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このレポートは主として情報提供を目的としたものであり、特定の会計・税務処理を勧奨するものではありません。会計上及び税務上の判断については、事前に公認会計士及び税理士、弁護士等の専門家と十分ご相談ください。本レポートの利用すること、またはその情報に依存する上で、直接、間接、状況による場合、特殊または結果的に発生する損失、ダメージ、
コスト、クレーム、要請などに対し、株式会社エスネットワークスは一切の責任を負いません。当レポート上で紹介されている第三者のウェブサイトに関しては、株式会社エスネットワークスはその情報の内容についてコントロールする立場にありません。また、一切の責任を負いません。第三者のウェブサイトの利用を推奨するものではありません。記載された意
見や予測等は作成時点のものであり、株式会社エスネットワークスはその正確性及び完全性を一切保証いたしません。本レポート記載の事項は今後予告なく変更されることがあります。当該レポートの内容に関する一切の権利は株式会社エスネットワークスに帰属し、事前の了承の無い複製又は転送は禁じられております。
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月額月額月額月額3万円万円万円万円のののの従業員教育従業員教育従業員教育従業員教育サービスサービスサービスサービスESMはこちらはこちらはこちらはこちら！！！！
http://www.esnet.co.jp/esr/

�国税庁国税庁国税庁国税庁、「、「、「、「東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに関関関関するするするする諸費用諸費用諸費用諸費用のののの所得税所得税所得税所得税のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて（（（（法令解釈通達法令解釈通達法令解釈通達法令解釈通達）」）」）」）」をををを公表公表公表公表
6月8日、国税庁は、「東日本大震災に関する諸費用の所得税の取扱いについて（法令解釈通達）」を公表しました。詳細は、以下のURLを参

照下さい。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/shohiyo_shotokuzei.pdf

税務論点

ショート・コメント

個人の所得税に関する法令解釈通達です。確定申告書に添付する明細書も添付されておりますのでご活用下さい。

�日本風力開発日本風力開発日本風力開発日本風力開発、、、、一時会計監査人一時会計監査人一時会計監査人一時会計監査人であるやよいであるやよいであるやよいであるやよい監査法人監査法人監査法人監査法人がががが日本公認会計士協会日本公認会計士協会日本公認会計士協会日本公認会計士協会よりよりよりより上場会社監査事務所登録制度上場会社監査事務所登録制度上場会社監査事務所登録制度上場会社監査事務所登録制度にににに基基基基づくづくづくづく
準登録事務所名簿準登録事務所名簿準登録事務所名簿準登録事務所名簿のののの登録登録登録登録をををを取取取取りりりり消消消消されされされされ未登録監査事務所名簿未登録監査事務所名簿未登録監査事務所名簿未登録監査事務所名簿にににに記載記載記載記載されたことをされたことをされたことをされたことを公表公表公表公表

6月6日、日本風力開発は、表題の件について公表しました。詳細は、以下のURLを参照下さい。

http://www.jwd.co.jp/pdf/news/110606kansahoujin.pdf

監査論点

ショート・コメント

近頃このようなケースが増えております。7日には監査法人ワールドリンクスが登録を取り消されました。

企業会計基準委企業会計基準委企業会計基準委企業会計基準委、、、、公開草案公開草案公開草案公開草案「「「「連結納税制度連結納税制度連結納税制度連結納税制度をををを適用適用適用適用するするするする場合場合場合場合のののの税効果会計税効果会計税効果会計税効果会計にににに関関関関するするするする当面当面当面当面のののの取扱取扱取扱取扱いいいい（（（（そのそのそのその1111）（）（）（）（案案案案）」）」）」）」
主主主主ななななコメントコメントコメントコメントのののの概要概要概要概要とそれらにとそれらにとそれらにとそれらに対対対対するするするする対応対応対応対応をををを公表公表公表公表

6月9日、企業会計基準委員会は、表題の草案に寄せられたコメント及びそれらに対する対応を公表しました。詳細は、以下のURLを参照下さ

い。 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/comments/summary_info.pdf

会計論点

ショート・コメント

全般的に賛成の意見ですが、一部債務免除に係る損益の表示区分につき、反対意見が出ております。企業会計基準委員会としては、あ
くまで営業外損益、特別損益での計上が適当と考えているようです。
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